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はじめに 
 

 
 

ベトナムの森林は国土の 39.7 %を占めている 1。これは森林回復と植林プロ

グラムの結果であり、1990 年以降 50 パーセント増加した。 
 

ベトナムの森林は 4 分の 3 近くが二次林で、22 パーセントが植林である。

原生林は 4 パーセントにすぎない 2。 
 

ただ、森林の面積は増加したものの、中部高原、中央沿岸および南東地域で

は森林の減少、劣化、分断化の率が高い状態が継続している 3。同国では森

林地帯が農業用の耕作地に転換されていることや、経済成長による社会基盤

整備の必要性などが、森林減少の主な要因となっている。持続不可能な伐採、

違法伐採は依然として問題である。将来的には、森林減少、劣化に対する鉱

業採掘と気候変動の影響が増大するものと見られる 4。 
 

ベトナムは生物多様性が豊かで、ここに生息する両生類、鳥類、哺乳類、爬

虫類の 8.2％は地球上の他の場所では見られない生物である 5。ベトナムの

森林保全は、神秘的なウシ科の動物サオラなどの希少生物が今後も生き残る

かどうかの鍵を握っている。 
 

同国は人口の密集した新興国であり、その人口は 2000 年に 8580 万人に達

した。ベトナムの人口の約 10%、およそ 800 万人が少数の先住民族である。

これらのコミュニティの約 90%が農村地帯に居住し、全人口比でも 70%が農

村地帯に住んでいる 6。1980 年以降は現地住民への森林の割当が増加してい

るが、その多くは裸地であるか、または植林地帯に転換された荒廃地である。

自然林の維持は、大半が地方政府機関の保有および管理の下で行われている
7。 
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ベトナムにおける REDD+活動状況概要 
 
 
 
 

ガバナンス 

REDD+の目標を設定すること、目標に取り組むための法的制度を整備すること、さらにすべての主要な

REDD+利害関係者がガバナンスに参加できるように保証すること。 

 
2012 年 6 月、ベトナム首相は国家 REDD+行動プログラム (National REDD+ Action Program： NRAP) 
を承認したが、その遂行と主要な関係者の NRAP 参加を実現する法制度整備はいまだに進行中である。 

 
目標 

期限を定めた意欲的な REDD+の目標を設定し、REDD+の指針を明確にしているか? 
 
 

達成事項 2012 年 6 月、政府は 2011～2020 年に NRAP8 を実施し、気象変動に対応する国家戦略と

グリーン成長に向けての国家戦略の一環とみなすことを承認した。ベトナムは農業およ

び農村開発セクターによる排出ガスを 2020 年までに 20 パーセント削減し 9、全森林面積

を 2020 年までに 45 パーセント増加させる 10 ことを目標としている。 

進行中 2011～2020 

既存の森林 13,388,000ha (2010 年 12 月 31 日現在)、再生された森林 750,000ha、新規植林

1,250,000ha (2011～2014 年) の保護と持続可能な開発。森林地帯を 2015 年に

14,270,000ha、2020 年に 15,100,000ha まで増加させる 11。 
 

2011～2020 

 造林：2,600,000ha。うち新規保護および特殊用途林 250,000ha (平均 25,000ha/年)、

新規生産林 1,000,000ha (平均 100,000ha/年)、伐採後の再植林 1,350,000ha (平均

135,000ha/年)。 

 再生のための区画設定：750,000ha (主として保護および特殊用途林)、うち既存の再

生 350,000ha、新規再生 400,000ha。 

 極度に荒廃した自然林の回復：350,000ha (平均 35,000ha/年)、点在する樹木の栽培:5

億本 (平均 5000 万本/年)。 

 自然林の質の向上、栽培林の生産性を 2020 年までに 2011 年と比較して 25 パーセン

ト向上 12。 

計画中 （なし。または、現時点での情報なし） 

ギャップ/ 

次の課題 

特に炭素貯蔵の保全と改善に関して、上記の目標に到達するための期限を定めた具体的

な活動と指標がまだ定義されていない。 

 
 
 

制度整備状況 

REDD+の管理、調整のための組織があるか?（省庁間の調整、すべての利害関係者の参加が保証されてい

るか、など） 
 

達成事項 ベトナムでは農業農村開発省 (MARD)、天然資源環境省、計画投資省、財務省、少数民族

山地委員会、産業貿易省、交通運輸省の 7 つの主要省庁が REDD+に関与している。 
 

省庁間を横断する REDD+運営委員会が設置された。農業農村開発省が REDD+関連の実務

を担当しており、国家 REDD+ネットワークおよび REDD+ワーキング・グループが設置さ

れた。 
 

地域 REDD+行動計画の整備と実施では、地域人民委員会と地域の部局が重要な役割を担

っている。 
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進行中 NGO、国際 NGO、政府機関のメンバーを含む REDD+ワーキング・グループが、REDD+の

結果とそこから得られた知識の共有に積極的に動いている。サブテクニカル・ワーキン

グ・グループが設置され、MRV、ガバナンス、セーフガード、利益共有、地方での実施

などのさまざまな問題に取り組んでいる。 

計画中 （なし。または、現時点での情報なし） 

 ギャップ/ 

次の課題 

国家レベルでは REDD+の問題についての知識が非常に豊富であるが、テクニカルな問題

の理解レベルは省（province）によって異なる。ベトナム REDD+オフィス (VRO) の能力

や、関係省庁と開発援助機関との間の調整および協調関係を強化する必要がある。REDD+

の実施を支えるには、地方レベルでの能力養成が重要である。 
 

 
 

法規 

該当国は REDD+の実施を支援する法的枠組みを有しているか? （土地の権利/不動産所有権、炭素権に対

する特別の注意が払われているか、など） 

 

達成事項 ベトナムでは REDD+の活動を支援する法律として、土地に関する法律、環境保護に関す

る法律、生物多様性に関する法律、森林の保護および開発に関する法律が制定されてい

る。森林の保護および開発に関する法律は、森林の監視と報告に関する地方関係者の参

加を法制化するものである 13。 

進行中 （なし。または、現時点での情報なし） 

 
計画中 ベトナムは、森林と炭素に関する権利と正当な受益者の認定に対応できるように、法律

の広範な改正、修正を計画している。同国の民法の下では、地域共同体は法主体とは認

められず、契約を締結することはできない。 

 ギャップ/ 

次の課題 

ベトナムは森林保護および開発に関する法律の施行を強化する必要がある。森林炭素、

土地の権利、さらに REDD+への参加によって派生する利益配分の問題について、明確化

する必要がある。 

  

 
 

ＲＥＤＤ＋進捗管理 

REDD+の成功は、国が森林の状況と参照レベルに対する REDD＋の進捗を追跡し、報告することができ

るかどうかにかかっている。 

 
MMRV 

REDD+に関する測定、監視、報告、検証システムの導入における進捗。 
 

達成事項 VRO が MRV フレームワーク文書を承認した 14。提案されたシステムは UNFCCC によって

定められたガイドラインに従うものである 15。世帯／コミューン／コミュニティの森林

管理グループでインターネットおよび携帯電話ネットワークを使用したフィールドデー

タ収集を図り、このデータを衛星を利用した監視で補完する。 
 

法の取り決めに従い、1990 年代より 5 年ごとに国家森林インベントリ、監視およびアセ

スメントプログラム （National Forest Inventory, Monitoring and Assessment Program: 

NFIMAP） が実施されている。現在、この計画は REDD+実施の要件を満たすための改善の

過程にある。ベトナムの 6 つのエコリージョンに対し、主要な森林タイプの相対成長式

が策定された。 

進行中 ベトナムは国連食糧農業機関 （FAO） の支援を受け、REDD+実施の要件を満たすために

NFIMAP の計画を更新しており、これが今後 REDD+の MRV システムの基盤を成すことに

なる 16。フィンランド政府の支援を受けて、国の森林監視／情報システム （FOMIS） を

開発中である。 
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計画中 UN-REDD ベトナム・プログラムのフェーズⅡに向けて、FORMIS プロジェクトの下ですべ

ての地方の森林を豊かにするために、6 つの省で MRV システムの導入とトレーニングを

実施する 17。 

ギャップ/ 

次の課題 

ベトナムは 5 年ごとにリモートセンシング画像データとフィールド調査を組み合せた国

家森林インベントリおよびモニタリングアセスメントを実施しているが、現在のアセス

メント・プロセスは木材および非木材製品についての情報の収集のみに偏っている。ア

セスメント・メカニズムの設計を更新して、森林の炭素蓄積に関するパラメータを含め

る必要がある。 

 
 
 

参照レベル 

国あるいは準国における参照レベルを策定したか? どのようなアプローチが取られているか ?（歴史的デ

ータか、調整済歴史的データか）。 
 

達成事項 ベトナムは、森林減少率について少なくとも 1990 年まで遡る歴史的参照レベルを使用す

ることを目指している。これには衛星画像 （Landsat TM、ETM、SPOT） と歴史的森林イ

ンベントリ・データが使用される。 

進行中 ベトナムは 2009 年後半より国家の暫定参照レベルを策定している。エコリージョンに基

づく準国参照レベルを策定中である。 

計画中 国家暫定森林参照レベルは、方法論とデータの改善を図って変更される予定である。ベ

トナムは国家的アプローチによって国内での炭素リーケージに対処しようとしている。

REDD+メカニズムの範囲内での炭素に関連する活動すべてについて参照レベルの策定を計

画している。 

ギャップ/ 

次の課題 

（なし。または、現時点での情報なし） 

 

 
 

REDD+の遂行 

REDD+の遂行とは、（a） 国の森林減少を推し進める要因（ドライバー）に対処する介入戦略に取り組み、 

（b） その支出に見合う財源を確保することである。 

 
森林減少を推し進める要因への対処 

森林減少を抑制するための主な戦略、プログラムは何か （例: 保護区の拡大、持続可能な農業への移行支

援、法的強制力の強化など）。 

 

達成事項 2012 年、森林保護と開発に関する国家行動計画が承認された。これにより、森林変化を

背後で推し進めている主な要因に対処するための手段とリソースが確認された。これら

については、現在導入が進められている。 
 

ベトナムとノルウェーは、自然林とユニークな生物多様性の保護、違法伐採の阻止、監

視／報告／検証活動の改善、現地の人々の参加促進など、森林減少を推し進める要因に

対処するための政策と手段を策定するための共同声明に署名した。 
 

また、ベトナムは森林炭素パートナーシップファシリティ （Forest Carbon Partnership 

Facility：FCPF）、日本の国際協力機構、ドイツの国際気候イニシアチブ、米国国際開発庁

のベトナム森林およびデルタ地域プログラムから REDD+準備活動のための価値ある支援

を受けた。 
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進行中 2012 年、ベトナムはラオス、カンボジアとの越境違法木材取引の防止に関する覚書を締

結し、現在は EU FLEGT に基づく自主的二国間協定の交渉を進めている。 
 

ベトナムは、ラオスおよび WWF との協力のもとに「国境を超えた炭素吸収および生物多

様性プロジェクト」 （CarBi） を実施し、保護地域管理の改善と越境木材取引、森林再

生、REDD+への対応を目指す。 

計画中 国の能力は引き続き大幅に強化され、2013～2015 年には UN-REDD ベトナム・プログラム

のフェーズ II、FCPF、その他の開発援助機関の支援を得て、最低でも 8 省で多くの実証活

動が実施される予定である。 

ギャップ/ 

次の課題 

森林劣化の根本的な推進要因に対処するためには、国際的な推進要因を解消するための

グローバル コミュニティとの協力も含めて、既存の活動を拡大する余地がある。 

 

 

財源 

REDD+実施のための支出に対して、国はどのような財源を念頭に置いているか （例: 多国間、二国間、自

国財源、自主的およびオフセットのカーボンマーケットなど）。どの程度の金額が約束／移転／拠出され

たか。 

 

達成事項 2012 年 10 月、ベトナムは UN-REDD プログラムのフェーズ I を完了した。また、2012 年

12 月には、ノルウェーとの 2012 年から 2015 年にかけてのフェーズ II の資金提供協定に

署名した。ベトナムは、このフェーズでさらに 3000 万米ドルの提供を受ける 18。 
 

この 3000 万米ドル以外に、自主的 REDD+データベース （Voluntary REDD+ Database） に

よれば、ベトナムは 2006 年から 2012 年にかけて REDD+およびその他の森林関係活動の

ために 6000～7600 万米ドルを確保した 19。主な二国間協力国は日本、ドイツ、米国、

UN-REDD を通じたノルウェーなどである。多国間型の主な資金源は FCPF と UN-REDD で

ある。 

進行中 （なし。または、現時点での情報なし） 

計画中 （なし。または、現時点での情報なし） 

ギャップ/ 

次の課題 

持続可能な国際的 REDD+資金調達メカニズムが確立されていないため、森林変化の推進

要因に対処するための REDD+準備フェーズ、および結果に基づく支払いのための財政的

支援は確保されておらず、予測不可能である。ベトナムは FCPF やドイツの REDD+早期

移行国向けプログラム （REDD+ Early Movers） などを含む国際的開発援助機関との間で

REDD+整備のための追加支援や REDD+実績に対する積極的なインセンティブの提供につ

いて議論している。 

 

 
 

人と自然のための REDD+ 

REDD+国家戦略は、（a） 社会的弱者を保護し、熱帯林の環境を維持するための適切なセーフガードを講

じ、（b） 先住民、地域コミュニティ、地方の貧困層に害を及ぼさないにとどまらず、新たな収入と生計

の機会も提供するものでなければならない。 

 
社会／環境セーフガード 

国家はどのようなセーフガードを適用／実施しているか （FCPF、UN-REDD、REDD、SES）。セー

フガード情報システムが運用されているか。 
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達成事項 

 

ベトナムは自由で事前の情報に基づく合意 （Free, Prior and Informed Consent: FPIC） の最

初のパイロット国である。 
 

ベトナムは、ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省 （BMU） の支援とオランダの開発機

構 SNV を通じて生物多様性および生態系サービスの基準と指標を導入し、これらの監視

を MRV システムに組み込む方法を模索している。 
 

REDD+国内ネットワークの下、VRO は SNV と共同で環境／社会セーフガードに関するサ

ブテクニカル・ワーキンググループ （STWG-SG） を設置した。STWG-SG を通じて、同国

政府がカンクン合意のセーフガードを運用できるようにするためのさまざまな選択肢の

見直しが進められ、複数関係者間の協議を通じて政策的アプローチが選択された。STWG-

SG の協議を進める中で、VRO はカンクン合意およびその他のセーフガードへの準拠を証

明するような既存の政策、計画、プログラム、プロセス、慣行 （5 つの P） の評価を重

視している 20。 

進行中 セーフガードに関する国家情報システムの開発ロードマップについては、ドイツの BMU

が出資するプロジェクトおよび SNV の支援を受け、セーフガードとカンクン合意を主と

した国際合意事項に対する法と政策をすべて確認した後に、策定が進められている。ベ

トナム政府は、REDD+を国家の生物多様性政策の主流とすることも検討している。VRO と

天然資源環境省環境総局生物多様性保全局との省庁間協力は、生物多様性国家戦略・行

動計画の草案として結実した。この草案は、REDD+実施に起因する生物多様性への恩恵と

リスクに対処するための政策手段と、生物多様性国家目標並びに国際目標の達成に対す

る REDD+国家行動プログラムの貢献方法を確認し、提案するものである。 

計画中 ベトナムはセーフガードに関する国家情報システムの開発ロードマップを完成させ、活

動の優先順位を決定する計画を立てている。この計画は UNFCCC COP の決定、および

FCPF/UN-REDD のセーフガードに関する共通アプローチを念頭に置いたものである。FPIC

と戦略的環境／社会アセスメントについての国家的ガイドラインの策定は、UN-REDD ベ

トナムフェーズ II と FCPF の支援を受けて進められる。 

ギャップ/ 

次の課題 

社会／環境セーフガードを制度化する必要がある。また、開発中の森林監視情報システ

ム （FOMIS） に報告要件を組み入れる必要がある。コミュニティが REDD+セーフガード

の策定と適用に参加できるように、支援を提供する必要がある。また、強力な生物多様

性セーフガードを実現して、ベトナムに残された原生林、自然林を確実に保護する必要

がある。 

 

 

利益分配 

先住民、地域コミュニティ、地方貧困層に対する公正な利益分配を保障する財政的メカニズムが存在する

か 

 

 

達成事項 ベトナムは、ラムドン省およびバックカン省の利害関係者と地域のコミュニティとの間

で、利益分配システムを、その他の支払い政策と併せて構築することについて、協議を

実施した。2008 年には、森林保護および開発基金 （Forest Protection and Development 

Fund） を創設した。 

 進行中 環境サービス支払いのスキーム、および森林保護および開発に関するその他の国家的イ

ンセンティブ政策とともに、REDD+国家分配システムが研究されている。 

 計画中 NRAP でベトナム首相によって承認されたとおり、国の REDD+基金が 2015 年までに設立

される 21。この REDD+基金はベトナム森林保護および開発基金 （VNFF） の一部であり、

国内法や国際的な要件を満たす独自の運用規則がある。 

ギャップ/ 

次の課題 

ベトナムは依然として REDD+の準備段階にあり、REDD+プロジェクトによる GHG 排出削

減は実現されていない。ベトナムは REDD+の収益支払いに、準国レベル （省、県） でど

こまでを含めるかをまだ決定していない。また、REDD+から利益を受けるために最もふさ

わしい森林所有者のタイプを特定できていない。今後数年間の REDD+活動のパイロット

事業での支払いに対する支援提供について、ベトナムは財政支援者との協議をまだ終え

ていない。 
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WWF は、地方での実施に関するサブテクニカル・ワーキンググループの活動

的なメンバーである。そして、木材取引と森林再生に対処し保護地域の管理を

改善するため、ラオス南部とベトナム中部で「国境を越えた炭素吸収および生

物多様性 （CarBi） プロジェクト」 （ドイツの KfW Bankengruppe が出資） を実

施している。このプロジェクトは、自主的炭素市場のための国境を越えた

REDD+プロジェクト構築の実現可能性を試すものでもあり、REDD+に関する省

や県の機関の能力を強化することに焦点を当ててしている。このプロジェクト

は国境を超えて行われるものであるため、地域での炭素リーケージに関連する

いくつかの課題は解消され始めている。フエおよびクアンナムにおける地方レ

ベルでの森林関係法の施行も、地方森林保護の専門家チームのトレーニングを

通じて強化されつつある。 

 

WWF はフエ、クアンナム、およびクアンチ省におけるアジア開発銀行の生物

多様性保全回廊イニシアチブの実施機関となる予定である。主な活動は参加型

の森林監視、REDD+の取り組みであるかどうかの認定、貧困削減のための利益

共有システムの定義、REDD+の認知度向上活動、技術的トレーニングなどとな

る。 
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